
平成30年度岐阜県教員免許状更新講習（高山自動車短期大学開設）講習一覧

高山自動車短期大学 選択
【選択】今、ふたたび日本国憲法を学
び直す

日本国憲法99条、学校教育法第9条によれば、学校設置者
を問わず、教員には憲法の擁護と遵守が求められていま
す。本講座では、「いじめ」「体罰」「モンスターペアレント」な
どの教育現場での様々な問題点を、憲法26条「教育を受け
る権利」の観点から分析するほか、教員・社会人として必須
の主な権利について解説を加えていこうと思います。

桑山　昌己（自動車工学科教授） 岐阜県高山市 6時間 平成30年8月7日 教諭 小・中・高等学校教諭 6,000円 80人

高山自動車短期大学 選択 【選択】基礎から学び直す経済学

　「需要が増えれば値段が上がる」という一方で、「値段が上
がれば需要が減る」ともいう。どちらもそれぞれ正しそうだ
が、何だか矛盾した話のようにも思える。こうしたモヤモヤに
「これはこうだ！」と即答できるだろうか？子どもたちの「どう
して？」という素朴な疑問に自信を持って答えられるだろう
か？この講習では、具体的な事例に即して経済学の本当に
大切な基本をわかりやすく解説していく。

長野　達也（自動車工学科専任講師） 岐阜県高山市 6時間 平成30年8月8日 教諭 小・中・高等学校教諭 6,000円 80人

講習の期間 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講人数領域

文部科学省申請時の内容です。今後、開設日や内容の変更、廃止等が生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。
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